【令和８年度　和歌山県　地域中核企業創出プログラム】
事　前　確　認　書
本プログラムの応募にあたって、下記の応募前提条件をすべてご確認のうえ、企業名・代表者名をご記入ください。
（下記のいずれかに同意できない場合は、応募できません。）
	◆　下記の応募前提条件について確認のうえ、同意します。
	企業名
	　

	代表者役職・氏名
	　






＜応募前提条件＞
（1）所在地・業種要件
以下をすべて満たすこと。
・本社・本店所在地等が和歌山県内であること。
・下記のいずれかの業種に該当すること。
	☐総合工事業(06)
	☐業務用機械器具製造業(27)　
	☐建築材料、鉱物・金属材料等卸売業(53)

	☐職別工事業（設備工事業を除く）(07)
	☐電子部品・デバイス・電子回路製造業(28)
	☐機械器具卸売業(54)

	☐設備工事業(08)
	☐電気機械器具製造業(29)
	☐その他の卸売業(55) 


	☐食料品製造業(09)
	☐情報通信機械器具製造業(30)
	☐各種商品小売業(56)

	☐飲料・たばこ・飼料製造業(10)
	☐輸送用機械器具製造業(31)　
	☐織物・衣服・身の回り品小売業(57)   

	☐繊維工業(11)
	☐その他の製造業(32)
	☐飲食料品小売業(58)


	☐木材・木製品製造業（家具を除く）(12) 　
	☐通信業(37)
	☐機械器具小売業(59)

	☐家具・装備品製造業(13)
	☐放送業(38)  
	☐その他の小売業(60)

	☐パルプ・紙・紙加工品製造業(14)
	☐情報サービス業(39)
	☐無店舗小売業(61) 


	☐印刷・同関連業(15)
	☐インターネット附随サービス業(40)　　
	☐専門サービス業（他に分類されないもの）(72)

	☐化学工業(16)
	☐映像・音声・文字情報制作業(41)
	☐技術サービス業（他に分類されないもの）(74)

	☐石油製品・石炭製品製造業(17)
	☐鉄道業(42)
	☐宿泊業(75)

	☐プラスチック製品製造業（別掲を除く）(18)
	☐道路旅客運送業(43)　
	☐その他の生活関連サービス業(79)

	☐ゴム製品製造業(19)
	☐道路貨物運送業(44)
	☐医療業(83)

	☐なめし革・同製品・毛皮製造業(20)
	☐水運業(45)
	☐社会保険・社会福祉・介護事業(85)

	☐窯業・土石製品製造業(21)
	☐航空運輸業(46)
	☐廃棄物処理業(88)

	☐鉄鋼業(22)
	☐倉庫業(47)
	☐自動車整備業(89)

	☐非鉄金属製造業(23)
	☐運輸に附帯するサービス業(48)
	☐機械等修理業（別掲を除く）(90)

	☐金属製品製造業(24)
	☐各種商品卸売業(50)　
	☐その他のサービス業(95)

	☐はん用機械器具製造業(25)
	☐繊維・衣服等卸売業(51)
	※業種は日本標準産業分類中分類による

	☐生産用機械器具製造業(26)
	☐飲食料品卸売業(52)
	


（2）企業規模要件
　　下記のいずれかに該当すること。
①　常勤従業員の数が２０人以上
　　　②　直近売上高１０億円以上
　　　※常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第 20 条の規定に基づく「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」です。これには、日々雇い入れられる者、２か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に４ヶ月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
（3）財務要件
以下をすべて満たすこと。
・ 申請時点において、税（国税・県税・市町村税）の未納がないこと。
・ 最新期において、債務超過でないこと（または早期に解消が見込まれること）。

（4）情報発信・公表への同意
採択者については、原則として以下の内容が公表されることに同意すること。
・ 本プログラムのWebページにて、会社名・住所・代表者名・地域中核企業として目指す姿（取組内容・課題）
　 等が公表されること。
・ 本プログラムでの取組内容・実施過程・成果等が、事例・ロールモデルとして、県内企業の成長機運醸成を
　 目的として成果発表会で公表されること。
（5）成長意欲・経営者のコミットメント
以下をすべて満たすこと。
・ 地域中核企業として成長する強い意欲を有し、経営者自らが本プログラムに積極的に関与できること。
・ プログラムで策定する支援計画の実行に必要なプロジェクト推進体制（経営者含め３名程度）を社内に
　　　 構築できること。
（6）支援終了後の継続的な状況報告
本プログラムによる支援終了後５年程度は本支援を通じて定めた戦略の実行状況等に対する状況報告（ローカル・ベンチマークの提出等）を行うこと
（7）「100億宣言」への取り組み意向
支援期間中に「100億宣言」を実施する、または目指す意向があること。
※「100億宣言」とは、売上高10億円以上100億円未満の中小企業が、売上高100億円という野心的な目標を自ら宣言し、
　実現に向けた取り組みを行っていくことを宣言するものです。なお、売上高が100億円以上の場合は本要件の対象外です。
（8）次に掲げる業種又は企業ではないこと
　　　・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２項に掲げる暴力団及び
　　　　これらの利益となる行動を行っている者。
　・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）
　　　・ 第2条に規定する性風俗関連特殊営業及びこれらに類似する業種
　・ 各種法令等に違反している企業
　・ 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない企業
　・ 特定の政治、思想又は宗教の活動を行う企業
　・ その他これらに準ずる業種又は企業
（9）その他確認事項
以下に該当することとなった場合は支援期間中であっても支援を終了することがあります。
　　　・ 支援により課題解決が図られ、追加の支援が不要となった場合
　　　・ 申請要件のいずれかに該当しなくなった場合
　　　・ その他和歌山県が支援の継続を認めない合理的な理由がある場合

以　上
